
「平成１８年税制（耐震改修促進制度の創設）」 

 
（所得税） 

 
・昭和５６年５月３１日以前の耐震基準により建築されたもので、現行の耐震

基準に適合していない住宅について、現行の耐震基準に適合させるための耐

震改修をした場合、改修費と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいず

れか少ない額（２００万円を上限）の１０％を所得税額から控除。 

                      
（固定資産税） 

 
・昭和５７年１月１日以前に所在する住宅について、３０万円超の費用をかけ

て、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、１２０

㎡相当部分までの固定資産税額を最大３年間２分の１に減額。 

                          
（法人税） 

 
・平成１８年４月１日から平成２２年３月３１日までに、青色申告書を提出す

る法人が、建築物の耐震改修の促進に関する法律第６条に規定する特定建築

物で、同法第７条第２項の規定による特定行政庁の指示を受けていないもの

について、同法第１０条に規定する計画の認定を受けた計画に基づく耐震改

修工事を行った場合、当該耐震改修工事に伴って取得等をした建物の部分の

取得価格の１００分の１０を特別償却。           


